
 

北九州市監査公表第２号  

                         令和８年２月２０日  

 

北九州市監査委員  中 西 満 信  

同         梅 田 久 和  

                 同         鷹 木 研一郎  

同         大久保 無 我  

 

地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定に基づく定期監査を

行ったので、同条第９項の規定により、その結果を公表する。 

   

１ 監査の対象 

今回の監査は、会計室、市長公室、危機管理室、技術監理局、政策局、財

政・変革局、都市戦略局、港湾空港局、消防局、人事委員会行政委員会事務

局、選挙管理委員会行政委員会事務局及び監査委員行政委員会事務局に係る

ものの令和６年度及び令和７年度（令和７年４月から同年６月末日まで）の

収入、支出、契約、財産管理等の財務事務及びその他の事務の執行を対象と

した。 

 

２ 監査の方法  

上記事務に関する監査に必要な資料の提出を求め、当該事務が適正に執行

されているか等を主眼に、抽出による関係書類等の調査を実施するとともに

関係職員から説明を聴取した。 

  なお、この監査は、北九州市監査基準に準拠して行った。 

 

３ 監査の期間 

令和７年７月４日から令和８年１月２９日まで 

 

４ 監査の結果 

（１）会計室 

   監査した限り、重要な点において、事務は適正に処理されていた。 

 

（２）市長公室 

   監査した限り、重要な点において、事務は適正に処理されていたが、一 



 

  部に次のような事項が認められた。これについては、適切な措置を講じら

れたい。 

 

ア 支出事務 

  （ア）支出事務について 

（広報戦略課）  

 広報戦略課が令和６年度に国外に事業所が所在する受注者と締結し

た「海外テレビ番組等を活用した北九州市のプロモーション業務」の

委託契約書において、役務の提供が国外及び国内で行われるものの、

役務の提供が行われる場所が明らかにされていないため、国内におい

て行われたと判定される役務の提供とはならず、課税の対象には該当

しないにもかかわらず、消費税及び地方消費税を含む額を契約額とし

て記載し、業務の履行後、支払っていた。 

消費税及び地方消費税の課税の対象は、消費税法、消費税法施行令

及び消費税基本通達に規定されている。 

事業所が所在する国の関連法令に留意しつつ、適正な事務処理をさ

れたい。      

 

（３）危機管理室 

   監査した限り、重要な点において、事務は適正に処理されていた。 

 

（４）技術監理局 

   監査した限り、重要な点において、事務は適正に処理されていた。 

 

（５）政策局 

   監査した限り、重要な点において、事務は適正に処理されていた。 

 

（６）財政・変革局 

   監査した限り、重要な点において、事務は適正に処理されていた。 

 

（７）都市戦略局 

   監査した限り、重要な点において、事務は適正に処理されていた。 

 

（８）港湾空港局 

   監査した限り、重要な点において、事務は適正に処理されていたが、一 



 

  部に次のような事項が認められた。これについては、適切な措置を講じら

れたい。 

    

ア 財産管理事務 

  （ア）公有財産管理事務について 

（港営課）  

 港営課が所管する門司区地蔵面地区の海岸保全施設に放置された自

動車について、令和６年度に海岸管理者の監督処分として除却措置を

自ら行ったが、相当の期限を定めて当該措置を行うべき旨及びその期

限までに当該措置を行わないときは海岸管理者又はその命じた者若し

くは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければな

らないところ、これを行っていなかった。 

 また、当該自動車の所有者、占有者その他当該自動車について権原

を有する者に対し当該自動車を返還するための公示についても行って

いなかった。 

海岸法保全区域内における違反行為については、海岸法及び海岸法

施行令において海岸の保全上の障害を予防するための監督処分並びに

監督処分を行った場合の公示事項、公示の方法及びその手続き等につ

いて規定されている。 

適正な事務処理をされたい。 

 

（９）消防局 

   監査した限り、重要な点において、事務は適正に処理されていた。 

 

（１０）人事委員会行政委員会事務局 

   監査した限り、重要な点において、事務は適正に処理されていた。 

 

（１１）選挙管理委員会行政委員会事務局 

   監査した限り、重要な点において、事務は適正に処理されていた。 

 

（１２）監査委員行政委員会事務局 

   監査した限り、重要な点において、事務は適正に処理されていた。 

 

５ 監査委員意見 



 

 今回の監査において、前述の指摘以外にも改善を図ることができる事項 

があったので、以下のとおり意見を述べる。 

 

（１）予定価格の設定について 

契約事務において、予定価格の積算根拠が明確でないものが複数の局

で確認された。市契約規則では、競争入札に付す場合及び随意契約の方

法による場合は、あらかじめ仕様書や取引の実例価格等によって予定価

格を定めなければならないと規定されている。予定価格の設定について

は、適正な価格であることが肝要であり、その積算項目、積算単価に妥

当性があることが必要である。適正な事務処理をされたい。 

また、令和７年４月１日から少額随意契約の基準額が引き上げられ、

これまで以上に適正な事務の執行が求められる。制度所管課においては 

、手引書の内容の見直しを行うなど、引き続き職員への周知に努められ

たい。 

 

（２）施設の適正な使用許可等について 

施設の使用許可等の事務において、申請書に記載された使用場所・面 

積と実際の申請者の使用状況について、現地確認が行われていない事例

が見受けられた。 

施設の使用許可等の事務を行う部署においては、申請書や図面上の使 

用場所・面積が正しい内容となっているか審査し、現地確認を適宜実施

することで、使用実態に合った使用許可等の事務を行い、適正な収入の

確保に取り組まれたい。 

また、公有財産管理の制度所管課においては、適正な使用許可等の事 

務について、引き続き職員への周知に努められたい。 

 

（３）負担金の算定根拠の検証について 

北九州市が構成の一員となっている協議会等への負担金支出に係る事

務において、金額の根拠の検証が不十分なまま支出していた事例や、財

政援助団体において、監査対象の団体と別の任意団体が合同で開催する

役員会等の費用の負担割合が、長期に渡り見直しがなされておらず、負

担割合の根拠も現在では不明となっている事例など、負担金の算定根拠

が不明確となっている事例が見受けられた。 

北九州市の市政変革の取組を踏まえ、各局においては協議会等への負 



 

担金の算定根拠を検証し、実態に合っていないものや根拠が不明確なも

のについて、見直しを検討されたい。 


